
令和元年度年度外部評価【麦の家・ぶどうの木ⅠⅡ】 結果

自己評価および外部評価票 〔セル内の改行は、（Altｷｰ）＋（Enterｷｰ）です。〕

自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

Ⅰ.理念に基づく運営
1 （1） ○理念の共有と実践

地域密着型サービスの意義をふまえた事業所理
念をつくり、管理者と職員は、その理念を共有して
実践につなげている

2 （2） ○事業所と地域とのつきあい
利用者が地域とつながりながら暮らし続けられる
よう、事業所自体が地域の一員として日常的に交
流している

3 ○事業所の力を活かした地域貢献
事業所は、実践を通じて積み上げている認知症の
人の理解や支援の方法を、地域の人々に向けて
活かしている

4 （3） ○運営推進会議を活かした取り組み
運営推進会議では、利用者やサービスの実際、
評価への取り組み状況等について報告や話し合
いを行い、そこでの意見をサービス向上に活かし
ている

5 （4） ○市町村との連携
市町村担当者と日頃から連絡を密に取り、事業所
の実情やケアサービスの取り組みを積極的に伝
えながら、協力関係を築くように取り組んでいる

外部評価自
己

外
部

項　　目

『麦の家の祈り』を理念として、スタッフミー
ティングや職員の個別的ケアについて話し
合う中で共有されている。

聖書に記された「一粒の麦」の精神を理念
とし、理事長による講義で確認し・深め職
員の人事異動がある中でもスタッフミー
ティング・個別的ケアについて話し合う中で
共有している。

地域の行事や保、小中との交流、継続的
傾聴ボランティアの受入れ他、専門職員を
対象とした研修会を村の先催事案として開
催している。昨年より生活支援事業に関連
して村内他事業所との関係（会議・定例勉
強会等）行っている。

近隣の付き合いは「麦の家」も区の決まり
に入れてもらい新年会・葬祭等への出席も
し、事業所の役員等も依頼でき日常的な
交流が行われている。傾聴ボランティアの
受け入れ等を通しても利用者と地域のつ
ながりが続けられている。

入居者へのケア積極的に地域(集会）へ出てゆ
くことにより、認知症の人のもつユーモア、老い
る人の知恵の豊かさを理解する文化を根付か
せることを意図している。認知症の地域支援員
の養成講師を派遣している。

隔月開催。地域包括ケアマネージャー、村
会議員、地区総代、。村における麦の家の
役割、入退去者(家族)の現状等、サービス
向上の為、各委員は地区の麦の家の役
割、機能情報提供など具体的に協力し検
討している。

利用者の様子・職員の異動・事業運営・身
体拘束等適正化委員会等の報告を行い意
見を求めている。中には地域を代表する
委員もおり、避難訓練・道路拡張等の助言
をもらっている。

行政システムとソーシャルワーク実践との交渉
については、困難もあるが、その都度互いに意
見をかわしながら進めている。村内福祉事業所
連絡会、社会福祉懇話会のメンバーを派遣して
いる。村内5事業所と定期的な介護をを持ち、
総合事業等の協力もしている。

村内の介護事業所が協働して村へ懇談会
を働きかけた。村と介護事業所と介護保険
について共通の課題で一致し、村主催の
連絡会・介護事業所見学が実現した。村
内事業所連絡会で麦の家の広報誌も村に
全戸配布されることになった。

評価票（項目№１～５５）（ユニット１）　 2 一般社団法人しなの福祉教育総研



令和元年度年度外部評価【麦の家・ぶどうの木ⅠⅡ】 結果

自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

6 （5） ○身体拘束をしないケアの実践
代表者および全ての職員が「介指定基準における
禁止の対象となる具体的な行為」を正しく理解して
おり、玄関の施錠を含めて身体拘束をしないケア
に取り組んでいる

7 ○虐待の防止の徹底
管理者や職員は、高齢者虐待防止関連法につい
て学ぶ機会を持ち、利用者の自宅や事業所内で
の虐待が見過ごされることがないよう注意を払
い、防止に努めている

8 ○権利擁護に関する制度の理解と活用
管理者や職員は、日常生活自立支援事業や成年
後見制度について学ぶ機会を持ち、個々の必要
性を関係者と話し合い、それらを活用できるよう支
援している

9 ○契約に関する説明と納得
契約の締結、解約又はや改定等の際は、利用者
や家族等の不安や疑問点を尋ね、十分な説明を
行い理解・納得を図っている

10 （6） ○運営に関する利用者、家族等意見の反映
利用者や家族等が意見、要望を管理者や職員な
らびに外部者へ表せる機会を設け、それらを運営
に反映させている

11 （7） ○運営に関する職員意見の反映
代表者や管理者は、運営に関する職員の意見や
提案を聞く機会を設け、反映させている

①夜間の施錠（一軒ずつの独立した居室）は家族会
からの申入れ（H19年4月）により行っている。②リス
クが予測される場合は、必ず家族（本人含める）と話
し合い、カンファレンスで共通理解、確認している。③
ベッドを最低に下げる、マットを敷く等、具体的方法を
入居者の身体状況にあわせその都度考えご家族に
も相談しながら取り組んでいる。

一軒づつ独立した住居のため家族会から
の要請で夜間のみ施錠している。職員は
「身体拘束０の手引き」から１１項目の禁止
行為を理解し堅持し、事業所内に「身体拘
束適正化委員会」を組織し内容を運営推
進委員会へ報告している。

事例検討を中心にスタッフミーティングで
取り上げ、互いに相談、話し合いの出来る
機会を作り、職員同士がお互いに伝えられ
るよう関係性も大切にし防止に努めてい
る。身体拘束の適正化のための指針を制
定し、運営推進委員会にて報告している。

同上の会議に加え、関連した事例・書籍を
用いて日常に加え学習会で学んだことな
どは職員全体で共有できるよう機会を持っ
ている。

家族は頻繁に麦の家を訪問し、その折は
特に家族-職員の関係形成を重視してい
る。契約に関する内容、特に看取りについ
てはその都度確認し合う。疑問や個別的
状況に対しては、家族・麦の家・ホームドク
ター三者で話し合いを行っている。

家族(親戚、友人ら）の週1度の来訪を入居
条件としている。入居者-家族-職員の関
係形成を重視している。年3回の家族会
は、ほぼ全員が出席。他に草刈り、感謝
祭、クリスマス等の行事にも積極的な参加
がある。

日々の介護の中で利用者の意見を聞いて
いる。最低週１回の家族の来訪を原則と
し、家族への毎月のお便り、年３回の家族
会・家族による環境整備等、家族の意見を
聞く機会は多い。また、行事等で外部者と
話す機会も設けられている。

毎月のスタッフミーティングやリーダー会の
中で、組織、運営、管理上の報告、情報交
換を行っている。個別、集団での意見が出
せるように入居者のプログラムや設備・予
算編成にも職員の意見を反映できる話し
合いの機会も設けている。

毎月のスタッフミーティングや各棟のリー
ダーを通じて意見を聞き、また個別で意見
を聴取する機会もあり運営に反映してい
る。利用者の具体的な実施プログラムにつ
いて、施設の設備、予算についても職員と
話し合う機会を持っている。

評価票（項目№１～５５）（ユニット１）　 3 一般社団法人しなの福祉教育総研



令和元年度年度外部評価【麦の家・ぶどうの木ⅠⅡ】 結果

自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

12 ○就業環境の整備
代表者は、管理者や職員個々の努力や実績、勤
務状況を把握し、給与水準、労働時間、やりがい
など、各自が向上心を持って働けるよう職場環境・
条件の整備に努めている

13 ○職員を育てる取り組み
代表者は、管理者や職員一人ひとりのケアの実
際と力量を把握し、法人内外の研修を受ける機会
の確保や、働きながらトレーニングしていくことを
進めている

14 ○同業者との交流を通じた向上
代表者は、管理者や職員が同業者と交流する機
会を作り、ネットワークづくりや勉強会、相互訪問
等の活動を通じて、サービスの質を向上させてい
く取り組みをしている

Ⅱ.安心と信頼に向けた関係づくりと支援
15 ○初期に築く本人との信頼関係

サービスを導入する段階で、本人が困っているこ
と、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、本人の
安心を確保するための関係づくりに努めている

16 ○初期に築く家族等との信頼関係
サービスを導入する段階で、家族等が困っている
こと、不安なこと、要望等に耳を傾けながら、関係
づくりに努めている

17 ○初期対応の見極めと支援
サービスを導入する段階で、本人と家族等が「そ
の時」まず必要としている支援を見極め、他の
サービス利用も含めた対応に努めている

社会保険労務士協会、公認会計士、司法
書士ら専門家との契約を結び、適宜相談、
意見を得られるようにしている。理事、評
議員会自由懇談会の役割も大きい。

スタッフミーティングでの事例検討、ロール
プレイを行っている。認知症ケア学会等で
職員の協同研究報告。また、個別にスー
パービジョンの機会を定期的に持ち、個別
的な課題を持ち向上を図っている。

毎月、ソーシャルワーク研究会を同業者メ
ンバーで行っている。今年度も、事例研究
を重視し各事業所の事例をそれぞれ検討
し内容を深めている。

当グループホームでは、入居希望者が、入居に至る
までの過程(インテーク)を特に重視している。入居ま
でに、本人(可能な限り)及び、家族が麦の家を来訪、
あるいは家庭訪問して、契約に関わるオリエンテー
ションの他、既に生活している入居者と歓談するなど
の機会を設け、入居についての判断をしてもらってい
る。

家族には入居の条件として、原則として週
1度程度の来訪を義務付けている。家族の
来訪時には、職員(及び理事長、常務ホー
ム長)が対応し、率直な話し合いを行える
ための関係形成の機会としている。

入居者(家族を含む)に関わり、生活歴を語
る中で、更に日常に活かせるように配慮し
ている。そこから関係を深め、集団関係の
中で、安定できるよう支援している。又初
期だけでなく、10分の会話の継続を重視

評価票（項目№１～５５）（ユニット１）　 4 一般社団法人しなの福祉教育総研



令和元年度年度外部評価【麦の家・ぶどうの木ⅠⅡ】 結果

自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

18 ○本人と共に過ごし支えあう関係
職員は、本人を介護される一方の立場におかず、
暮らしを共にする者同士の関係を築いている

19 ○本人を共に支えあう家族との関係
職員は、家族を支援される一方の立場におかず、
本人と家族の絆を大切にしながら、共に本人を支
えていく関係を築いている

20 （8） ○馴染みの人や場との関係継続の支援
本人がこれまで大切にしてきた馴染みの人や場
所との関係が途切れないよう、支援に努めている

21 ○利用者同士の関係の支援
利用者同士の関係を把握し、一人ひとりが孤立せ
ずに利用者同士が関わり合い、支え合えるような
支援に努めている

22 ○関係を断ち切らない取組み
サービス利用（契約）が終了しても、これまでの関
係性を大切にしながら、必要に応じて本人・家族
の経過をフォローし、相談や支援に努めている

Ⅲ．その人らしい暮らしを続けるためのケアマネジメント
23 （9） ○思いや意向の把握

一人ひとりの思いや暮らし方の希望、意向の把握
に努めている。困難な場合は、本人本位に検討し
ている

日常の生活行動の中に楽しみや役割を見
い出し、入居者、職員が協力して生活を営
むよう意識している。生活リハビリとしての
日常生活の質の向上のため、作業療法士
の作成による作業療法を今年度から導入
し始めている。

入居者を中心としてご家族と協力してケア
を行う視点、またケアをするご家族を支援
する視点を持ち、ご家族入居者の関係が
深まることを目標にご家族と密に連絡を取
り合っている。

すべての入居者に対して実践していくことが難
しいが、中川村内の行事への参加や外出の機
会を持つことで、新たな居場所や関係づくり、こ
れまであった関係の継続に努める。看取りの過
程で、先祖への想い、（墓参り・ふるさと訪問等
本人にとっての思いでの品・仏具・位牌なども
用いている。

村内からの利用者がほとんどであり、家族
による馴染みの場所への外出もあり正月
等に自宅に帰れる利用者もいる。馴染み
の美容院を利用したり、馴染みのスーパー
へ買い物に出かけている。

個別ケアと共に集団ケアに着目し入居者
一人ひとりについて集団内での他者との
関係や相互作用について観察し、座席や
グルーピング、プログラムを考えて実践し
ている。

他施設へ異動する場合、異動先で新たな関係が築き
やすいようエンディングにむけた支援を展開する。麦
の家というGHは地域の中にあり、認知症の方とその
ご家族に対する相談に応じ支援する機能・役割を
持っている為、状況に応じてその役割がはたせるよう
努力している。Ａ型サービス利用者関係者への支援
（ボランティアと共に。）

ご本人からの話、ご家族・傾聴ボランティ
アからの話をもとに、より深い理解に努め
る。必要な事に関しては申し送りや全体の
ミーティングにおいて共通理解し、統一し
た支援ができるようにしている。（担当が10
分間の傾聴と対話を意識しながら）

日々の生活の中での利用者同士の関わり
や会話を通して希望を把握したり、利用者
一人ひとりに毎日１０分間の傾聴の時間を
設け対話しながら意向の確認をし、傾聴ボ
ランティアにより得られる思いや希望も大
事にし職員で共有している。

評価票（項目№１～５５）（ユニット１）　 5 一般社団法人しなの福祉教育総研



令和元年度年度外部評価【麦の家・ぶどうの木ⅠⅡ】 結果

自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

24 ○これまでの暮らしの把握
一人ひとりの生活歴や馴染みの暮らし方、生活環
境、これまでのサービス利用の経過等の把握に努
めている

25 ○暮らしの現状の把握
一人ひとりの一日の過ごし方、心身状態、有する
力等の現状の把握に努めている

26 （10） ○チームでつくる介護計画とモニタリング
本人がより良く暮らすための課題とケアのあり方
について、本人、家族、必要な関係者と話し合い、
それぞれの意見やアイディアを反映し、現状に即
した介護計画を作成している

27 ○個別の記録と実践への反映
日々の様子やケアの実践・結果、気づきや工夫を
個別記録に記入し、職員間で情報を共有しながら
実践や介護計画の見直しに活かしている

28 ○一人ひとりを支えるための事業所の多機能化
本人や家族の状況、その時々に生まれるニーズ
に対応して、既存のサービスに捉われない、柔軟
な支援やサービスの多機能化に取り組んでいる

29 ○地域資源との協働
一人ひとりの暮らしを支えている地域資源を把握
し、本人が心身の力を発揮しながら安全で豊かな
暮らしを楽しむことができるよう支援している

本人や家族との会話の中で、生活歴や馴
染の暮らし方について意識的に話をするよ
う努めている。担当職員が中心に、日常の
生活の中から10分の会話を意識して内容
を深めながらケアにいかしている。

個別ケア計画を用いて、１週間を振り返り
現状の把握を行っている。これらを評価す
ることで１人1人に合った過ごし方、希望す
る生活ができるよう努めている。

介護計画は長期のプランに加え、１週間単位でのモ
ニタリングを導入している。変化が見られた場合、全
職員が意識して対応できるよう介護計画を細やかに
し、コメントと共にフィードバックしている。更に家族と
も連絡相談を担当が中心に行い、密な計画を取り変
化あるニーズの把握に努めている。

センター方式のアセスメントシートで丁寧
に評価しケアプランを作成している。具体
的な実施プログラムは、作業療法士も参
加し計画し評価もする仕組みがある。利用
者の心身の変化が大きいので１週間単位
でモニタリングを行っている。

個別記録の中で、特に注目したい部分は１週間単位
での注目し、次週に活かしている。共有方法は朝・夕
の申し送りと伝達ノートにて図っている。特に担当が
実践への反映を相談しながら変化させている。更に
ケアに集中して関わる必要な入居者には、情報の収
集を密にし、ケアの安定をチームで連携を密にしてい
る。

１人１人のニーズの把握と共に、ニーズの
実現のため、GH外の福祉学級への参加
や状況に応じてPTやOTの機能的な相談
を蹴ることができる体制を整えている。又、
村の他の事業所とも連携をとり様々なプロ
グラムもお互いに連携をとっている。

入居者にとって職員が資源となり、良質なケア
ができるよう、村内の研修会・研究会にも積極
的に参加している。地域の行事にも参加し、お
互いに理解を深められるように交流の場を持
ち、村の傾聴ボランティアも継続し数年間という
持続性を持っている。
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令和元年度年度外部評価【麦の家・ぶどうの木ⅠⅡ】 結果

自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

30 （11） ○かかりつけ医の受診支援
受診は、本人及び家族等の希望を大切にし、納得
が得られたかかりつけ医と事業所の関係を築きな
がら、適切な医療を受けられるように支援している

31 ○看護職との協働
介護職は、日常の関わりの中でとらえた情報や気
づきを、職場内の看護職や訪問看護師等に伝え
て相談し、個々の利用者が適切な受診や看護を
受けられるように支援している

32 ○入退院時の医療機関との協働
利用者が入院した際、安心して治療できるように、
又、できるだけ早期に退院できるように、病院関係
者との情報交換や相談に努めている。あるいは、
そうした場合に備えて病院関係者との関係づくり
を行っている。

33 （12） ○重度化や終末期に向けた方針の共有と支援
重度化した場合や終末期のあり方について、早い
段階から本人・家族等と話し合いを行い、事業所
でできることを十分に説明しながら方針を共有し、
地域の関係者と共にチームで支援に取り組んで
いる

34 ○急変や事故発生時の備え
利用者の急変や事故発生時に備えて、全ての職
員は応急手当や初期対応の訓練を定期的に行
い、実践力を身に付けている

35 （13） ○災害対策
火災や地震、水害等の災害時に、昼夜を問わず
利用者が避難できる方法を全職員が身につける
とともに、地域との協力体制を築いている

地区内にある診療所を訪問看護師によ24時間
365日の（医療連携体制）体制を取っている。必
要な時には常に第三者の情報交換・面談を行
う。歯科も同様に村内の歯科医による訪問診
療を行っている。受診前後には家族とも同行等
含め連絡している。

地域にある嘱託医の往診が月に１回あり、
嘱託医以外や専門医への受診は原則とし
て家族が付き添う。施設は医療連携体制
を取っており嘱託医・訪問看護師が連携し
２４時間３６５日安心で適切な医療が受け
られている。

診療所、訪問看護師と身体のみならず日
常の生活状況を含めた相談は常時行い、
即時対応できるよう指導を受け相互連携
に努めている。担当看護師が休日の場合
は他の担当看護師との連携を取っている。

医師、家族を含めケア会議を必要に応じて開催し、
入居者・家族共に不安のないような配慮を心掛けて
いる。また、入院時は頻繁な面会により心のつながり
を大切に退院時のスムーズな受入、PSWとも密に連
絡している。医療連携表を担当が必ず提出し受診し
ている。

入居契約時から本人や家族の意向について話し合
いの場を持っている。看取りに際し、家族、医師、訪
問看護師、職員が連携を取り安心して納得が得られ
るよう随時意思確認を行っている。看取りの段階では
家族の宿泊場所を用意し、家族が見守る看取りを
行っている。又、ご家族にも食事ケアや出来ることを
相談しながら介護の協力を得ている。

高齢になっての居場所の移動が利用者に
与える心身のダメージが大きいことから、
施設での看取りの方針を施設開所当初か
ら持っている。入所契約時から終末期に向
けた本人・家族の意向を確認し家族が安
心して看取りに参加できている。

看護師による個別指導はもとより認知症ケア学会全
国GH大会等の研修会、勉強会に出席して最新の応
急手当初期対応について日々レベルアップに努めて
いる。更に喀痰吸引・経管栄養・救命の有資格者を
年々増やしながら様々な急変にも対応できるよう進
めている。

消防署地域の方家族の協力を得て入居者職員全員
が実践方式で行っている。想定外の災害として各期
９月にも全員参加の避難訓練を行った。また、消防
署のアドバイスにより救援がこない程の大災害時の
対応もシュミレーションした。実践する事で行動できる
避難の向上を努める。近隣特別養護老人ホームとの
連携も図っている。

職員の伝達訓練をはじめ利用者・職員全
員参加で行っている。施設の車、職員の車
を使い指定避難所に避難している。高齢で
介護度も高く一般の避難所では対応でき
ないため実際には近隣の特別養護老人
ホームと連携している。
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令和元年度年度外部評価【麦の家・ぶどうの木ⅠⅡ】 結果

自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

Ⅳ．その人らしい暮らしを続けるための日々の支援　 gatu
36 （14） ○一人ひとりの尊重とプライバシーの確保

一人ひとりの人格を尊重し、誇りやプライバシーを
損ねない言葉かけや対応をしている

37 ○利用者の希望の表出や自己決定の支援
日常生活の中で本人が思いや希望を表したり、自
己決定できるように働きかけている

38 ○日々のその人らしい暮らし
職員側の決まりや都合を優先するのではなく、一
人ひとりのペースを大切にし、その日をどのように
過ごしたいか、希望にそって支援している

39 ○身だしなみやおしゃれの支援
その人らしい身だしなみやおしゃれができるように
支援している

40 （15） ○食事を楽しむことのできる支援
食事が楽しみなものになるよう、一人ひとりの好み
や力を活かしながら、利用者と職員が一緒に準備
や食事、片付けをしている

41 ○栄養摂取や水分確保の支援
食べる量や栄養バランス、水分量が一日を通じて
確保できるよう、一人ひとりの状態や力、習慣に
応じた支援をしている

１人ひとりの特性や価値観等を把握することに努めている。
各入居者の呼び方も、入居者に聞き、その方が希望される呼
び方を使っている。訴えのない入居者にも、表情や動作等か
ら内面的な思いをくみ取れるように努めている。居室の介助y
字もカーテンでの目隠し本人にもタオルをかけるなどプライバ
シーに配慮している。また入居者の生活歴を知り、コミュニ
ケーションに取り入れるようにしている。

住居が一軒一軒独立しておりプライバシー
の確保がされていることが多い。排泄の介
助には言葉がけや介助方法にも配慮して
行い、入れ歯の取り外し、着替え等にも不
快にならないように注意をはらっている。

日常ケアの中でコミュニケーションを重視している。普段の何気ない会
話の中から、入居者が思いや希望を言葉にできるような雰囲気つくりに
努めている。入居者１人ひとりの思いや希望が実行できるよう個別ケア
計画として掲げ実践につなげている。日常生活場面において職員の
ペースにならないよう入居者の言葉に耳を傾け、自己決定できるような
関わり方に努めている。ご本人が決められることについては尊重しなが
ら行うことが出来ている。

入居者とのコミュニケーションを重視し、その方の希望を聞きながらその
方に合った過ごし方やその方のペースを尊重したケアを目指している。
又、日中の勤務者と夜間帯の勤務者で情報共有をしながら連携を図
り、入居者１人ひとりに合わせた生活時間に努めている。ケアプランの
他、週のケア計画を立案し、１人ひとりのニーズに合った個別ケア、集
団ケアが行えるようの努めている。

入居者と一緒に洋服を選べるよう努めている。又、外
出前には選んだ洋服を入居者同士で見せ合いお互
いに声がかけ合えるような工夫をしている。更に外出
前には女性、男性としての身だしなみを整えられるよ
う支援している。職員が洋服を選ぶ場合には、身体
機能に合った物や着心地の良さを重視している。男
性は髭剃りの身だしなみに配慮

旬の素材、地元の食材を利用し食を通して季節の移ろいを感
じられる献立を工夫し、郷土食や伝統食、行事食を取り入れ
る事により懐かしい食の思い出など会話の広がる食卓を用意
している。入居者各々の経験と能力を生かして調理に参加し
ていただいている。誕生日にはご家族を招待している。体の
様子を見ながら食形態は変更するがおいしいものを提供でき
るように支援している。

介護・医療・栄養の専門家による連携で嚥
下の評価をし、胃ろうの利用者を徐々にご
飯に戻したり、利用者がお餅を食べること
が出来たり食事が楽しみなものになってい
る。食事時には利用者から蕗味噌の話等
懐かしい郷土食の話が出る。

介護職員からの情報により毎日の体調の変化を把
握し、食事内容、形態を工夫している。日々のバイタ
ルチェック、体重の増減などを参考に食事量や質の
バランスを考えて献立を作成している。自然な水分摂
取や嚥下しやすい食物の提供を心がけている。ソフト
食の工夫や水分量に気を付けて脱水に注意してい
る。
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令和元年度年度外部評価【麦の家・ぶどうの木ⅠⅡ】 結果

自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

42 ○口腔内の清潔保持
口の中の汚れや臭いが生じないよう、毎食後、一
人ひとりの口腔状態や本人の力に応じた口腔ケ
アをしている

43 （16） ○排泄の自立支援
排泄の失敗やおむつの使用を減らし、一人ひとり
の力や排泄のパターン、習慣を活かして、トイレで
の排泄や排泄の自立にむけた支援を行っている

44 ○便秘の予防と対応
便秘の原因や及ぼす影響を理解し、飲食物の工
夫や運動への働きかけ等、個々に応じた予防に
取り組んでいる

45 （17） ○入浴を楽しむことができる支援
一人ひとりの希望やタイミングに合わせて入浴を
楽しめるように、職員の都合で曜日や時間帯を決
めてしまわずに、個々にそった支援をしている

46 ○安眠や休息の支援
一人ひとりの生活習慣やその時々の状況に応じ
て、休息したり、安心して気持ちよく眠れるよう支
援している

47 ○服薬支援
一人ひとりが使用している薬の目的や副作用、用
法や用量について理解しており、服薬の支援と症
状の変化の確認に努めている

毎食後に義歯の洗浄とうがいを実施して
いる。うがいが困難な方は口腔ケア用のス
ポンジやガーゼで口腔内の清潔を保つよ
うにしている。口腔指導を歯科医師にして
頂くこともある。

入居者１人１人に合わせた排泄介助の方法を考え、
支援している。おむつを使用している方でも、なるべく
トイレでの排泄ができるように、トイレ誘導を行い自尊
心にも配慮している。午前午後、食事の前後をトイレ
誘導パット交換をこまめに配慮している。

一人ひとりの不快でない排泄方法を考え
支援している。おむつの利用者も昼間は出
来るだけトイレで排泄できるようにし、こま
めにパット交換をしている。排泄への声掛
けも自尊心を傷つけないように配慮してい
る。

ヨーグルトや乳製品を摂取して頂いている
が、飲食物だけでのコントロールが難しく、
医師と相談し、薬も使用して調整してい
る。トイレに行った時に腹部のマッサージ
を行い排便をうながすようにしている。

なるべく入居者の希望にそえるように努力をし
ている。入浴時間帯等の配慮、また、入居者の
状況に応じて夜間の睡眠につなげられるため
の工夫をしている。入浴中は１対１で関わる貴
重な時間であると意識を持って会話を大切にし
ながら行っている。（足浴や清拭を導入）

できるだけ利用者の希望に沿った入浴時
間帯でと配慮し、利用者の状況で良質な
睡眠が得られるように工夫している。入浴
介助は利用者に１対１で対応できる貴重な
時間であり足浴・清拭とも大切にしている。

申し送りでの夜間の睡眠時間や健康状態、日
中の様子、入居者の希望などを考慮し個別に
合った場所にて休憩をとって頂いている。夜間
は室温等の環境に配慮すると共にコミュニケー
ションにより安心してもらえるよう心掛けてい
る。必要に応じ医療との連携も図っている。

申し送りにより一人１人の状態を全体が共有するよう
に努めている。健康状態に変化が見られた時は医療
機関との連携を図り、指示に従って対応している。一
人一人、１回分の薬をセットし服薬前に名前を確認し
誤薬がないようにしている。医療連携表にて入居者
の様子を詳細に伝え薬の調節をしてもらっている。
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令和元年度年度外部評価【麦の家・ぶどうの木ⅠⅡ】 結果

自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

48 ○役割、楽しみごとの支援
張り合いや喜びのある日々を過ごせるように、一
人ひとりの生活歴や力を活かした役割、嗜好品、
楽しみごと、気分転換等の支援をしている

49 （18） ○日常的な外出支援
一人ひとりのその日の希望にそって、戸外に出か
けられるよう支援に努めている。又、普段は行け
ないような場所でも、本人の希望を把握し、家族
や地域の人々と協力しながら出かけられるように
支援している

50 ○お金の所持や使うことの支援
職員は、本人がお金を持つことの大切さを理解し
ており、一人ひとりの希望や力に応じて、お金を所
持したり使えるように支援している

51 ○電話や手紙の支援
家族や大切な人に本人自らが電話をしたり、手紙
のやり取りができるように支援をしている

52 （19） ○居心地のよい共用空間づくり
共用の空間（玄関、廊下、居間、台所、食堂、浴
室、トイレ等）が、利用者にとって不快や混乱をま
ねくような刺激（音、光、色、広さ、温度など）がな
いように配慮し、生活感や季節感を採り入れて、
居心地よく過ごせるような工夫をしている

53 ○共用空間における一人ひとりの居場所づくり
共用空間の中で、独りになれたり、気の合った利
用者同士で思い思いに過ごせるような居場所の
工夫をしている

１人ひとりの生活歴に合わせ日々の生活の中に役割
を持っていただけるよう食事後の食器洗いなどをして
もらっている。ドライブなど外出の機会も作っている。
一人一人の得意なことで役割を持ってもらうようにし
ている。（縫い物・花の管理・洗濯物たたみなど生活
に密着したもの）

１人ひとりの希望や要望を聞き、外出するようにしている。朝の申し送り
で入居者の体調を把握し、天気などを見たうえで出かけるようにしてい
る。個人の買い物に出かけることもあれば、大勢で季節の花などを見に
行くこともある。ＧＨの特徴である個別的・集団的ケアを実践する機会を
考え、、外出先や車の中でも話し方や声かけに注意することでグループ
ワークの形成をしている。地域とのつながりも大切に行事や催しものに
も参加している。

朝の申し送りで体調を確認し外出を決め
る。スーパーへ出かけたり、ドライブしたり・
集団での花見等、家族の協力も得てでき
るだけ外出の機会を作っている。椅子を出
して森林浴をしながらお茶を飲む等外気に
当たる機会を取っている。

家庭の事情で電話が難しい場合もあるが、なるべく電話ので
きる環境になるよう、家族へ協力をお願いしている。電話の際
には、家族の電話に出やすい時間帯にする、事前に入居者
と内容を確認する等行っている。手紙についてはその方の持
つ力に応じて行えるよう支援している。海外には形態のライン
を使いテレビ電話で密なコミュニケーションをとれるように配
慮している。

室内、中庭を活用し季節を感じてもらえる
よう工夫している。調理の音や匂い、プロ
グラムとして皆で調理をする等、生活の場
と感じてもらえるよう工夫している。温度管
理にも注意し季節に合わせた飾りも工夫し
ている。

食堂は皆で調理を楽しむことができ皆が会
話に入れる適切な広さで、普通の家庭の
居間に居るような落ち着いた暖かさが感じ
られる。個室からの渡り廊下は常に外気に
触れることが出来、四季の自然の移り変
わりを感じることが出来る。

個人のお金の所持については入居者１人
ひとりで様々であり、自分で持っている方
もいる。大金は本人の承諾のもと預かる
が、個人で持ちたいとの希望や訴えがある
場合はスタッフ同士で情報を交換し把握し
ている。

ソファーやベンチ、和室等思い思いの場所
でくつろげるよう配慮している。室内、中
庭、その時々選択できるようにしている。
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令和元年度年度外部評価【麦の家・ぶどうの木ⅠⅡ】 結果

自己評価

実践状況 実践状況 次のステップに向けて期待したい内容

外部評価自
己

外
部

項　　目

54 （20） ○居心地よく過ごせる居室の配慮
居室あるいは泊まりの部屋は、本人や家族と相談
しながら、使い慣れたものや好みのものを活かし
て、本人が居心地よく過ごせるような工夫をしてい
る

55 ○一人ひとりの力を活かした安全な環境づくり
建物内部は一人ひとりの「できること」「わかるこ
と」を活かして、安全かつできるだけ自立した生活
が送れるように工夫している

表札やイラストや文字を一人一人の理解
度に合わせ、用いて居室の場所が理解し
やすいように工夫している。入居者同士で
話し合い仲間同士の関係も大切にし、又、
ご自分でお茶を入れられる方は保温ポット
を常備している。

居室には本や写真等本人の好みによって配置し、本人が必
要とするもの、備品等は家族と相談の上購入している。又、
居室の整理を本人と一緒に行うことで、本人の理想とする環
境づくりに努めている。家族の意見や思いを伺い家族と共に
入居者にとっての空間づくりを更に深める努力をしている。居
室には本人の家族の写真や作品つくり等飾り、その人らしい
部屋作りを目指している。

自宅から使い慣れた家具や道具を持ち込
み、本人・家族で思いのままに設えを考え
て一人ひとり特徴ある個性的な部屋になっ
ている。一人になりたいとき落ち着いて過
ごせる居室である。
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